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　近年、グローバルなサプライヤ―や顧客、消費者、受け入れ国政

府・地域社会などとの関係を通じて、企業が世界の人権状況に大き

な影響を及ぼすことが強く認識されてきている。その背景には、

1990年代後半以降、多国籍企業のグローバルなサプライチェーン

のうち、とりわけ発展途上国において、労働者の人権侵害や労働問

題が報告され、国際人権団体やNGOから厳しい批判を受ける事例

が相次いで起きたことが指摘される。

　そのような批判への対応として、2000年、人権、労働、環境

（2004年に腐敗防止を追加）分野を基本原則とした国連グローバ

ル・コンパクトが発足し、2011年には、国連人権理事会で「ビジ

ネスと人権に関する指導原則」が支持された。さらに、2013年、

バングラデシュで起きたラナ・プラザビル崩落事故を契機に、グロー

バル企業のサプライチェーンにおける労働者の権利保護や「指導原

則」に沿った取り組みの重要性が再認識された。

1 ビジネスと人権を巡る世界の動き

図表１　ビジネスと人権に関する関心の高まり

20222021202020192018201720162015201420132011201020081990年
代後半

多国籍企業の
グローバル・サプライチェーン

における人権課題

バングラデシュの
商業ビル「ラナ・プラザ」

崩落事故

ESG評価基準に
人権基準の組み入れ

コロナパンデミック、
ミャンマー・新疆ウイグル等

人権問題

ラギー国連事務総長
特別代表報告書
｢保護、尊重、救済：
企業活動と人権に
関する基本的枠組み」

国連ビジネスと
人権に関する
指導原則

G7エルマウ・サミット
首脳宣言：「責任あるサプ
ライチェーン」に言及

Ｇ７貿易大臣声明： グローバル・
サプライチェーンからの強制労働
根絶に向けた協働に言及

欧
米
諸
国

日
本
国
内

国
際
機
関
等 OECD多国籍企業

行動指針の改訂

2013年以降、
各国がNAPを策定

ILO
多国籍企業宣言の改定

指導原則
今後10年の
ロードマップ

SDGsの採択

2016年12月
日本政府
「SDGs実施
指針」を策定

2020年10月
日本政府
国別行動計画
（NAP）を公表

2017年11月
経団連
｢企業行動憲章｣ 
を改定

2021年12月
経団連
｢企業行動憲章
実行の手引き
『第4章 人権の尊重』｣
改訂

英国現代奴隷法（15年）、仏注意義務法（17年）、
豪州現代奴隷法（18年）、独サプライチェーン法
（21年）等の規制の導入

デュー・ディリジェンス
に関するEU指令

（検討中）

米・EU・英・カナダ等で人権侵害に
加担する物品の輸出入に関する規制

62022・5
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2 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」とは

3 国際的に認められた人権とは

　人権を尊重する企業の責任の定義は、「他者の人権を侵害することを回避し、企業が関

与した人権への負の影響に対処すべきこと」とされている。企業は、国際的に認められた

人権を理解、尊重したうえで、企業としての責任を果たすことが求められている。

　「国際的に認められた人権」とは、すべての人が生まれながらに持っている権利であり、

「世界人権宣言」を含む国際人権章典や、「労働における基本的原則及び権利に関するILO

宣言」にその基本原則が定められている。

　指導原則は、法的拘束力はないものの、ビジネスと人権に関する事実上の基準文書となっ

ている。指導原則は３つの柱からなる。
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図表３　国際的に認められた人権

第一の柱：【国家】人権を保護する義務

第二の柱：【企業】人権を尊重する責任

第三の柱：【国家と企業】被害者が救済

にアクセスできるメカニズムの構築

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の３本の柱
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図表２　指導原則の３本の柱
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